
   

 

調査計画 

 

１ 調査の名称（■特定一般統計調査 □その他の一般統計調査） 

   国民年金被保険者実態調査 

 

２ 調査の目的 

国民年金第１号被保険者について、保険料の納付状況ごとに、その実態を明らかにし、被保険者の国民年 

金に対する意識、保険料未納の理由など今後の国民年金事業運営に必要な資料を得ることを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（■個人 □世帯 □事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

   調査実施年３月末現在における国民年金第１号被保険者のうち、以下を除く者 

   ア 任意加入被保険者 

イ 外国人 

ウ 法定免除者 

エ 転出による住所不明者 

オ 25歳以上の学生納付特例者 

（注）本調査は、本件申請に係るもののほか、地方公共団体に対しても行われる。ただし、これについては、国民年金法第108条の３第２項の規定

に基づく必要な情報の提供を地方公共団体に求めるものであることから、統計法第２条第５項第２号に該当し、法の定める手続が必要とされる

「統計調査」には該当しない。 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 約６万３千人（母集団の大きさ：約1,200万人） 

（２）報告者の選定方法（□全数 ■無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

   国民年金被保険者ファイルより、調査対象となる国民年金第１号被保険者を抽出し、以下の層に分け、

層化無作為抽出により選定する。 

  ア 都市規模区分 

   ① 東京都特別区、政令指定都市、人口20万以上の市及び県庁所在市 

   ② ①以外の市町村 

  イ 保険料納付状況区分 

   ① 完納者（令和３年度及び令和４年度の納付対象月の保険料をすべて納付した者） 

   ② 一部納付者（令和３年度及び令和４年度の納付対象月の一部について、保険料を納付していない



   

者） 

   ③ １号期間滞納者（令和３年度及び令和４年度の納付対象月の保険料を全く納付していない者） 

   ④ 申請全額免除者（令和４年度末に保険料の申請全額免除を受けている者） 

   ⑤ 学生納付特例者（令和４年度末に保険料の学生納付特例を受けている者） 

   ⑥ 納付猶予者（令和４年度末に保険料の納付猶予を受けている者） 

  ただし、①～③の判定に当たって、産前産後保険料免除期間を有する者については、当該免除を受

けた月は保険料を納付したものとみなした上で、令和３年度及び令和４年度の保険料の納付状況に応

じて、「① 完納者」、「② 一部納付者」に区分する。 

  ウ 年齢階級区分 

    20歳から59歳までの５歳階級区分（８区分） 

   ただし、完納者及び申請全額免除者については、都市規模区分を合併した１区分で設定している。 

   詳細については、別添１「国民年金被保険者実態調査の標本設計」を参照 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項 

  ア 就業及び就学の状況 

  イ 世帯の消費支出状況 

  ウ 国民年金の保険料の納付状況・納付方法 

  エ 国民年金制度の周知状況 

  オ 生命保険・個人年金への加入状況 

(注) 集計上必要となる性、年齢階級区分、都市規模区分、保険料納付状況区分及び都道府県に関する事項については、国民年金法に基づく行

政記録情報等を利用することとし、本調査では、報告を求めない。 

 

〔集計しない事項の有無〕 ■無 □有 

 

（２）基準となる期日又は期間 

   調査日時点（一部調査事項については、令和５年３月31日現在、令和４年４月から令和５年３月までの

期間、令和３年４月から令和５年３月までの期間、報告者が20歳であった時点から調査日時点までの期

間） 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

調査票の配布：厚生労働省―日本年金機構―報告者 

  調査票の回収：報告者―日本年金機構―厚生労働省 



   

（２）調査方法 

■郵送調査  ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム □電子メール）  

□調査員調査 □その他（     ） 

〔調査方法の概要〕 

調査票を郵便で送り、報告者は郵便で調査票を返送又はオンライン（政府統計共同利用システム）上で

回答することにより、調査を行う。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 □１年 □２年 ■３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：令和２年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

 令和５年10月～11月中旬（注） 

   （注）ただし、調査の終期までに回答しなかった者に督促を行う等により、調査実施の翌年３月頃まで調査票の回収を行う。 

 

８ 集計事項 

①就業及び就学の状況に関する集計 

②世帯の状況（消費支出額、生命保険支出額等）に関する集計 

③国民年金に対する意識に関する集計 

（集計事項一覧については、別添２を参照） 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部非公表 □全部非公表） 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） ■印刷物  □閲覧） 

   第一報及び概要は、インターネット（厚生労働省ホームページ及びe-Stat）により公表する。詳細は、

インターネット（e-Stat）により公表する。なお、後日（調査実施の翌々年度中に）、概要及び詳細につ

いて報告書を刊行する。 

（３）公表の期日 

第一報は、調査実施の翌々年３月までに公表する。詳細は、調査実施の翌々年８月までに公表する。 

 

10 使用する統計基準等 

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（              ） 

■使用しない  



   

  本調査は、国民年金第１号被保険者を対象として、国民年金の納付状況や世帯の状況及び国民年金に対する

意識を調査するものであり、調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示に、統計基準を用いる余地が小さいこ

とから、いずれの統計基準も使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

保存期間：記入済み調査票は年金局で取得後１年 （注）、調査票の内容を記録した電磁的記録媒体は常用 

保存責任者：厚生労働省年金局事業企画課調査室長 

 （注）回収した記入済み調査票を、民間事業者による調査票情報のデータ入力が行われた後、調査実施の翌年４月～６月頃に行政文書として取得す

る。調査実施の翌々年度の４月１日を起算日として、当該年度末日までの１年保存とすることで、調査結果の公表期日後まで保管する。 



国民年金被保険者実態調査の標本設計 

 本調査は、第１号被保険者（※）を、居住している市区町村の都市規模区分、被保険者の保険料

納付状況区分及び年齢階級区分別に選定する層化無作為抽出によって実施している。 

 令和５年国民年金被保険者実態調査においては、これまでの調査における方法を概ね踏襲して、

以下のように調査対象数を算出する。 

※ 任意加入被保険者、外国人、法定免除者、転出による住所不明者、25歳以上の学生納付特例

者を除く。

１ 層化区分 

(1) 都市規模区分（２区分）

ア 東京都特別区、政令指定都市、人口 20万以上の市及び県庁所在市

イ ア以外の市町村

(2)保険料納付状況区分（６区分）

ア 完納者（令和３年度及び令和４年度の納付対象月の保険料をすべて納付した者）

イ 一部納付者（令和３年度及び令和４年度の納付対象月の一部について、保険料を納付して

いない者）

ウ １号期間滞納者（令和３年度及び令和４年度の納付対象月の保険料を全く納付していない

者）

エ 申請全額免除者（令和４年度末に保険料の申請全額免除を受けている者）

オ 学生納付特例者（令和４年度末に保険料の学生納付特例を受けている者）

カ 納付猶予者（令和４年度末に保険料の納付猶予を受けている者）

※ ア～ウの判定に当たって、産前産後保険料免除期間を有する者については、当該免除を受け

た月は保険料を納付したものとみなした上で、令和３年度及び令和４年度の保険料の納付状況

に応じて、「ア 完納者」、「イ 一部納付者」に区分する。

(3)年齢階級区分（８区分）

20歳から 59歳までの５歳階級区分

※ 完納者及び申請全額免除者については、都市規模区分を合併した１区分で設定している。

２ 目標精度 

(1) 一部納付者及び１号期間滞納者については、地域ごとの収納対策を行っており、これらの基

礎資料として利用するに当たっては地域別の結果が求められることを踏まえ、都市規模区分、

年齢階級区分別に、信頼度 95％の下で、絶対誤差が５％以下となるように調査対象数を設定す

る。

(2) 学生納付特例者及び納付猶予者については、地域ごとの免除･猶予対策を行っており、これ

らの基礎資料として利用するに当たっては地域別の結果が求められることを踏まえ、都市規模

区分、年齢階級区分別に、信頼度 95％の下で、絶対誤差が５％以下となるように調査対象数を

設定する。

(3) 完納者及び申請全額免除者については、当該区分に係る調査結果は他の保険料納付状況区分

の者との比較として利用することが主となっており、地域属性の差については十分な精度を確

保する必要性に乏しいと考えることから、それぞれ、都市規模区分を考慮せず、年齢階級区分

別添１ 



別に、信頼度 95％の下で、絶対誤差が５％以下となるように調査対象数を設定する。 

３ 必要となる標本の大きさ 

調査母集団は各層で十分大きいこと（別紙１：前回の母集団の大きさを参照）から、有限母集

団補正はほとんどないと考えられ、目標精度の計算は 

n
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を使用する。 

ここで、 P は制度の周知度である比率として、「はい」「いいえ」の二項分布を仮定している。 

信頼度α（対応する係数λ）の下で絶対誤差をd 以下にするには、
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の標本の大きさが必要であり、これを用いて信頼度 95％（対応する係数 96.1=λ ）の下での割合

の絶対誤差を５％以下（ 0.05=d ）とすると、
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（ 5.0=P のときσ が最大となるため、 5.0=P として計算している。）

となる。 

 制度の周知度には、多数の設問があり、どの設問についても一定程度の精度を保つため、

5.0=P としている。

４ 目標回収率の設定 

全ての層について、平成 26年調査時の実績回収率（別紙２）を目標回収率として設定した。 

※ 令和２年調査では、回収率が全体で 30.6％と平成 29年調査の 30.4％よりも上昇したものの

平成 26年調査の 36.6％の水準には戻っていない。回収率の向上等の取組を通して、平成 26年

調査の水準に引き上げることを想定し、目標回収率は平成 26 年調査時の実績回収率とした。

ただし、平成 26年調査は、納付猶予の対象が 30歳未満であったため、30～49歳の納付猶予区

分については、令和２年調査の実績の回収率を用いる。（別紙３参照）

５ 調査対象数の算出 

必要となる標本の大きさに、目標回収率の逆数を乗じて調査対象数を算出しており、調査対象

数は、約６万３千人としている（別紙４を参照）。 

６ 復元方法 

都市規模区分別、保険料納付状況区分別、年齢階級区分別、都道府県別に、「母集団数／有効回

答数」を集計乗率として設定している。 



別紙１
令和２年調査における母集団の大きさ

（単位：人）

納付区分 都市規模 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 総計

大都市／中都市

小都市・町村

小計 643,076 317,502 381,047 508,847 626,966 764,525 749,531 930,107 4,921,601

大都市／中都市 77,518 74,668 73,900 80,063 83,171 97,614 90,187 77,790 654,911

小都市・町村 52,319 46,367 47,689 56,109 61,694 71,709 69,117 68,915 473,919

小計 129,837 121,035 121,589 136,172 144,865 169,323 159,304 146,705 1,128,830

大都市／中都市 224,099 141,299 128,283 133,807 135,001 162,388 148,798 115,508 1,189,183

小都市・町村 137,240 74,865 70,511 79,642 86,328 103,067 100,517 90,125 742,295

小計 361,339 216,164 198,794 213,449 221,329 265,455 249,315 205,633 1,931,478

大都市／中都市

小都市・町村

小計 139,356 180,427 208,731 250,074 283,819 347,699 327,427 324,300 2,061,833

大都市／中都市 997,432 997,432

小都市・町村 701,606 701,606

小計 1,699,038 1,699,038

大都市／中都市 101,967 85,278 55,160 27,607 17,573 14,535 302,120

小都市・町村 80,642 69,149 50,065 27,722 17,839 13,920 259,337

小計 182,609 154,427 105,225 55,329 35,412 28,455 561,457

3,155,255 989,555 1,015,386 1,163,871 1,312,391 1,575,457 1,485,577 1,606,745 12,304,237

納付
猶予者

合計

年齢区分

完納者

一部
納付者

１号期間
滞納者

申請全額
免除者

学生納付
特例者



別紙２
平成26年調査における実績回収率

（単位：％）

納付区分 都市規模 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 総計

大都市・中都市 63.5 56.9 61.6 68.7 64.2 65.1 72.9 84.3 66.2

小都市・町村 65.3 62.1 64.3 58.0 62.0 65.6 74.1 82.1 66.5

小計 64.3 59.2 62.8 63.7 63.2 65.3 73.5 83.2 66.3

大都市・中都市 40.2 39.7 44.3 43.8 43.9 45.6 52.8 61.7 45.7

小都市・町村 44.1 42.4 42.4 45.9 43.8 46.6 53.6 58.3 46.6

小計 41.4 40.6 43.7 44.4 43.9 45.9 53.1 60.6 46.0

大都市・中都市 20.1 18.2 21.3 21.6 19.9 20.8 25.8 35.5 22.1

小都市・町村 21.0 22.0 25.0 24.6 21.8 20.0 30.2 36.1 24.5

小計 20.4 19.3 22.5 22.5 20.5 20.5 27.3 35.7 22.9

大都市・中都市 35.9 41.0 43.9 45.7 44.9 45.6 55.5 67.5 45.7

小都市・町村 36.5 36.6 42.2 44.1 45.7 48.0 54.3 65.1 45.7

小計 36.2 39.1 43.2 45.0 45.3 46.7 54.9 66.2 45.7

大都市・中都市 52.9 52.9

小都市・町村 56.0 56.0

小計 53.9 53.9

大都市・中都市 39.5 43.7 41.6

小都市・町村 43.5 45.0 44.2

小計 40.8 44.2 42.5

36.7 33.7 33.9 34.6 33.1 34.1 41.8 50.9 36.6
※色を付けた箇所を目標回収率として使用している。

納付
猶予者

合計

年齢区分

完納者

一部
納付者

１号期間
滞納者

申請全額
免除者

学生納付
特例者



別紙３
令和２年調査の有効回収率

（単位：％）

納付区分 都市規模 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 総計

大都市／中都市

小都市・町村

小計 52.3% 47.6% 51.1% 55.4% 61.0% 60.4% 70.0% 70.6% 57.9%

大都市／中都市 26.2% 25.4% 29.2% 31.4% 33.3% 37.0% 40.9% 49.9% 33.2%

小都市・町村 28.7% 28.6% 34.0% 37.4% 40.3% 38.7% 47.1% 49.2% 37.3%

小計 27.4% 26.9% 31.6% 34.3% 36.8% 37.8% 44.0% 49.5% 35.3%

大都市／中都市 18.8% 9.6% 10.6% 12.5% 13.4% 12.9% 13.9% 19.3% 13.5%

小都市・町村 19.5% 12.4% 12.0% 14.1% 14.5% 15.4% 18.4% 23.1% 15.8%

小計 19.1% 10.9% 11.2% 13.2% 13.9% 14.2% 15.9% 21.2% 14.6%

大都市／中都市

小都市・町村

小計 27.7% 32.3% 36.3% 40.2% 45.7% 44.3% 48.7% 56.6% 40.0%

大都市／中都市 45.0% 45.0%

小都市・町村 47.4% 47.4%

小計 46.2% 46.2%

大都市／中都市 34.7% 37.7% 46.7% 50.5% 52.3% 51.5% 45.4%

小都市・町村 32.3% 39.5% 46.3% 48.4% 49.3% 49.2% 44.1%

小計 33.6% 38.6% 46.5% 49.4% 50.8% 50.3% 44.7%

29.5% 24.4% 28.5% 31.1% 32.4% 32.1% 32.8% 39.0% 30.6%

学生納付
特例者

納付
猶予者

合計

申請全額
免除者

年齢区分

完納者

一部
納付者

１号期間
滞納者



別紙４
令和５年調査における調査対象数

（単位：人）

納付区分 都市規模 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 総計

大都市／中都市

小都市・町村

小計 598 649 612 603 608 588 523 462 4,643

大都市／中都市 957 967 867 878 875 843 728 623 6,738

小都市・町村 871 907 906 838 877 825 717 659 6,600

小計 1,828 1,874 1,773 1,716 1,752 1,668 1,445 1,282 13,338

大都市／中都市 1,912 2,112 1,806 1,782 1,933 1,846 1,487 1,081 13,959

小都市・町村 1,829 1,746 1,535 1,563 1,763 1,920 1,273 1,064 12,693

小計 3,741 3,858 3,341 3,345 3,696 3,766 2,760 2,145 26,652

大都市／中都市

小都市・町村

小計 1,062 982 890 854 849 823 700 580 6,740

大都市／中都市 726 726

小都市・町村 686 686

小計 1,412 1,412

大都市／中都市 973 878 823 762 735 746 4,917

小都市・町村 883 854 831 795 779 781 4,923

小計 1,856 1,732 1,654 1,557 1,514 1,527 9,840

10,497 9,095 8,270 8,075 8,419 8,372 5,428 4,469 62,625

納付
猶予者

合計

年齢区分

完納者

一部
納付者

１号期間
滞納者

申請全額
免除者

学生納付
特例者



令和５年国民年金被保険者実態調査 

集計事項一覧 

 年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、就業状況別 被保険者

数・割合 

 学生区分、性・都市規模区分、保険料納付状況区分別 被保険者数・割合

 年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、世帯の消費支出月額階

級別 被保険者数・割合

 学生区分、性・保険料納付状況区分・就業状況、最も利用回数の多かった保険料

の納付方法別 被保険者数・割合

 年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、最も利用回数の多かっ

た保険料の納付方法別 被保険者数・割合

 年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、口座振替の利用経験及

び利用したことがない理由別 被保険者数・割合

 年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、コンビニなどを用いた

納付の利用経験及び利用したことがない理由別 被保険者数・割合

 学生区分・年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、保険料を納

めなかった理由（主要回答）別 被保険者数・割合

 学生区分・年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、保険料を納

めなかった理由（複数回答）別 被保険者数・割合

 年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、保険料を納めていない

ことについての意識別 被保険者数・割合

 学生区分・年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、保険料の主

たる負担者別 被保険者数・割合

 年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、自分自身の資格期間及

び今後の保険料の納付意欲別 被保険者数・割合

 学生区分、性・保険料納付状況区分・就業状況、生命保険・個人年金加入状況別

被保険者数・割合

 年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、生命保険・個人年金加

入状況別 被保険者数・割合

 学生区分・年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、生命保険・

個人年金加入状況別 生命保険・個人年金の保険料月額の平均

 学生区分・年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、国民年金制

度の周知状況別 被保険者数・割合

 学生区分・年齢階級区分・都市規模区分、性・保険料納付状況区分、免除・猶予

制度の周知状況別 被保険者数・割合

 保険料納付状況区分、学生区分・就業状況、世帯の総所得金額階級別 被保険者数・

別添２ 



割合 

 保険料納付状況区分、学生区分・就業状況、本人の総所得金額階級別 被保険者数

 保険料納付状況区分、学生区分・就業状況、世帯の固定資産評価額階級別 被保

険者数 

 年齢階級区分・都市規模区分、世帯人員・保険料納付状況区分、世帯の消費支出

月額階級別 被保険者数

 保険料納付状況区分、世帯の消費支出月額階級、世帯の総所得金額階級別 被保

険者数 

 保険料納付状況区分、世帯の総所得金額階級・本人の総所得金額階級、保険料を納

めなかった理由（主要回答）別 被保険者数・割合

 保険料納付状況区分、世帯の固定資産評価額階級、保険料を納めなかった理由（主

要回答）別 被保険者数

 保険料納付状況区分、世帯の総所得金額階級・本人の総所得金額階級、保険料を

納めていないことについての意識別 一部納付者及び１号期間滞納者数・割合

 保険料納付状況区分、世帯の固定資産評価額階級、保険料を納めていないことに

ついての意識別 一部納付者及び１号期間滞納者数

 保険料納付状況区分、生命保険・個人年金の保険料月額階級、世帯の総所得金額

階級別 被保険者数・割合

 都道府県、保険料納付状況区分、就業状況別 被保険者数

 都道府県、保険料納付状況区分、生命保険・個人年金加入状況別 被保険者数

 都道府県、保険料納付状況区分、国民年金制度の周知状況別 被保険者数

 都道府県、保険料納付状況区分、免除・猶予制度の周知状況別 被保険者数

 年齢階級区分、被用者における単一事業所・複数事業所での雇用状況別 被保険

者数 

(注) 本調査の集計に当たっては、性、年齢階級区分、都市規模区分、保険料納付状況区分及び

都道府県に関する事項（一重線の事項）について、国民年金法に基づく行政記録情報を活用

している。 

また、世帯人員、世帯の総所得金額、本人の総所得金額及び世帯の固定資産評価額に関す

る事項（波線の事項）については、住民基本台帳等の行政記録から市区町村職員が転記する

「所得等調査」の結果を利用する形で、集計に活用している。 




